
国民健康保険証は、4月1日から新しい保険証になりま  

した。まだ切替えがお済みでない方は、お早めに新しい保  

険証へ切替えてください。   

4月1日以降は、新しい保険証でないと診療は受けられ  
ませんので、ご注意ください。  

○切替え場所  

・串木野地域の方：串木野庁舎 健康増進課 保険給付係  

・市来地域の方：市来庁舎 健康福祉課 保険給付係  

●切替えに必要なもの  

（D現在使用されている保険証（遠隔地等にある保険証   

⑳・⑳も切替えます）  

（∋印鑑（代理で切替えをされるときは、代理人の印鑑）   

※スタンプ印不可  

⑳保険証の切替えには、在学証明証が必要です。  

国民健康保険では、年1回人間ドック費用の一部を助成  

しています。  

日本人の死因の上位を占めるがん、心臓病、脳卒中など  

の生活習慣病は、初期の症状がほとんどないので、定期的  

に人間ドックや各種検診を受診し、その結果を今後の生活  

に活かして、身近な生活習慣を上手にコントロールしてい  

くことが健康づくりにつながります。健康づくりは、自分  

自身の自覚が必要です。   

毎日を健やかに送るために、病気の予防、早期発見・早  

期治療に努めましょう。  

○対象者   

国民健康保険の被保険者で40歳から69歳までの人   

（ただし、老人医療受給者は除く）  

○助成金額  

○同時切替え   

今回は、下記の切替えも同時に行います。保険証と一緒  
戸  にお持ちください。  

・国民健康保険標準負担額減額認定証（黄色）  

・国民健康保険高齢受給者証（桃色）  

・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証（はだ   

色）  

・老人医療受給者証（白色）  

・老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証（水色）   

※国民健康保険被保険者のみ  

○問合せ ・串木野庁舎 健康増進課 保険給付係  

・市来庁舎 健康福祉課 保険給付係  

（℡21－5120）   
1日ドック  

2日ドック  

脳ド ック  

検診料の7割助成   

（1，000円未満の端数は切り捨て）  

○助成金の請求手続き   

人間ドック・脳ドックを受診された方は、領収書・被保   

険者証・印鑑・世帯主名義の通帳を持参してください。  

○問合せ  

・串木野庁舎 健康増進課 保険給付係  

・市来庁舎 健康福祉課 保険給付係（℡21－5120）  

※脳ドックの内容・予約等については、脳神経外科センター  

（℡32－9999）又は脳ドックの実施医療機関にお問い合わ   

せください。   

老人医療受給者証は、4月1日から新しい受給者証にな  

りました。まだ切替えがお済みでない方は、お早めに新し  

い受給者証に切替えてください。   

4月1日以降は、新しい受給者証でないと診療は受けら  

れませんのでご注意ください。  

○切替え場所   

串木野地域の方：串木野庁舎 健康増進課 保険給付係   

市来地域の方：市来庁舎 健康福祉課 保険給付係  

′く  

●切替えに必要なもの  

（∋保険証（社会保険、共済、船員、健保組合等）  

②現在使用されている老人医療受給者証  

③印鑑（代理で切替えをされるときは、代理人の印鑑）   

※スタンプ印不可  

毎月第3月曜日は、犬の引き取りの日です。   

子犬も引き取ります。  

○日 時 5月15日（月）13：00～13：30  

0場 所 串木野庁舎別館 駐車場広場  

※印鑑と鑑札を持参してください。  

※当日、引き取りに出された犬をその場で譲り渡すことは   

できません。譲り渡しを希望される方は、伊集院保健所   

で開催される動物愛護講習会を受講してください。  

※犬の飼い主は必ず登録し、狂犬病予防注射を受けてくだ   

さい。  

○同時切替え   

今回は、下記の切替えも同時に行います。老人医療受給  

者証と一緒にお持ちください。  

・老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証（水色）  

○問合せ ・串木野庁舎 健康増進課 保険給付係  

・市来庁舎 健康福祉課 保険給付係  

（℡21－5120）   



平成18年度の犬の登録と狂犬病予防注射を実施しますので、お近くの集合場所で必ず受けてください。（動物病院でも  

受けられます。）大の狂犬病予防注射は、飼い主の義務です。万一、人を喫んだ時は、犬の登録と狂犬病予防注射を済ま  

せているかなど、飼い主の管理責任が問われます。  

○登 録 料 3，000円 ※新しく飼った犬（未登録犬、生後91日以上の犬）は、登録が必要です。（生涯1回）  

○注射手数料 3，000円 （注射料金2，450円＋注射済票交付手数料550円）【つり銭のないようにお願いします。】  

※なお、今回の予防注射については、集合場所以外での注射は受けられません。（個別注射はいたしません。）  

【 串   木   野   地   域 】  

55 ～10  

ュ ニ  



年に一度は、必ず狂犬病予防注射の接種が必要です。  

【   市  来  地  域   】  

串木野地域・市来地域、どこの会場でも受けることができます。－一－  

《狂犬病予防注射を受ける時の注意事項》   

■犬は、しっかりと制御できる人が連れて来て＜ださい。   

■注射会場を汚さないために、犬のフツは、必ず持ち帰って＜ださい。   

■注射後、約2週間は他の予防注射を接種させないで＜ださい。   

■注射前・注射後は、できるだけ安静にし、激しい運動は避けて＜ださい。   

■妊娠している犬・授乳中の犬は、接種することはできません。  

′‾＼  

■まれlこ、注射後ショックを起こすことがあります。異常ガあった場合は、す＜に獣医師lこ相談   

して＜ださい。   

′、  

犬が、すでに死亡していたり・住所ガ変わっていたら（他人に譲った場合も）市町村の窓口  

に届け出が必要です。  

【犬の正しい飼い万の基本】  

1．家族と同様の愛情を持って終生飼いましょう。  

2．犬にはしつけが必要です。他人に迷惑をかけないよう訓練をして＜ださい。  

3．犬の放し飼いは禁止されています。1日1回は散歩をして＜ださい。  

4．捨て犬はやめましよう。どうしても飼えな＜なったら、新しい飼い主を探して＜ださい。  

5．犬のフツは、飼い主の責任で始末しましょう。  

3   



他市町村から転入して国民健康保険に加入しなければな  

らない方や、職場の健康保険の資格を失われた方は、国民  

健康保険の加入の届け出を、また、他市町村へ転出する時  

や、職場の健康保険に加入された方は、喪失の届け出を14  

日以内にしてください。   

届け出が遅れると、届け出の日ではなく、転入した目や  

健康保険の資格を喪失した日において課税されます。   

また、市内にお住まいの外国人に対する国民健康保険の  

適用については、原則として、外国人登録をしている方で、  

在留期間が1年以上である方は、国民健康保険が適用され  

ることになりますので、加入の届け出をしてください。  

○問合せ ・串木野庁舎 健康増進課 保険給付係  

・市来庁舎 健康福祉課 保険給付係  

（℡21－5120）  

鹿児島県では、平成19年度に採用する職員の採用試験を  

行います。  

肇※   華厳経軒  肇滑翔幣  揉媚擁纏   
上級（行政、警察   

22～29歳   
5／10㈱  6月25日（日）  

土木、科学Ⅰ）  
（鹿児島市）   

5／24㈹   

30～39歳で  
民間企業等職務経    民間職歴5  

験者（行政）  
〝   〝   

年以上  

※県職員（中級、初級）、警察官Bは6月2日（金）に試験   

案内が始まります。  

○申込み場所   

人事委員会事務局、伊集院保健所、川内総務事務所、鹿  

児島中央ステーションプラザ（鹿児島中央駅2階）など  

※インターネットによる受験申込みができます。   

http：／／www．pref．kagoshima．jp／home／jirjikyoku／salyO／  

○問合せ 県人事委員会事務局  

℡099－286－3893・099－286－3894  

みなさんはご存知ですか？ごみの不法投棄は、5年以下  

の懲役か1，000万円以下（法人の場合、1億円以下）の罰  

金、又はこの両方が科せられます。（『廃棄物の処理及び清  

掃に関する法律第25条・第32条』）   

また、土地の所有者（又は管理者）は、不法投棄がなさ  

れないよう土地を管理する義務があります。（『廃棄物の処  

理及び清掃に関する法律第5条』）   

美しいふるさとづくりのため、不法投棄は「絶対にしな  

い・させない」ようにしましよう。   

また、不法投棄を発見した場合は、警察署（℡33－0110）  

又は市生活環境課までご連絡ください。   

ごみを出す時は、決められたルールを守り、地域住民に  

迷惑とならないようにしましょう。   

～ 飛び出せ元気～   

「GENKI祭り」があなたをより元気にそしてHAP  

PYな気分にします。  

○内 容 。地元うまいもの出店  

。ディスコ大会  

・総合司会  DJポッキー  
・ディスクジョッキー  DJクール  

・スペシャルゲスト  ジミー入枝  

○日 時 6月10日（土）18時～22時  

○場 所 シーサイドガーデンさのさ  

○参加費 前売り券 2，500円（1ドリンク付）  

当日券  3，000円（1ドリンク付）  

○聞合せ いちき串木野商工会議所青年部事務局  

1℡32－2049  

誰かがあなたの血液を必要としています。献血は、私た  

ちに一番身近なボランティアです。どうぞお誘い合わせの  

うえお越しください。当日、お越しいただいた方には、カー  

ネーションを進呈いたします。  

※成分献血は、市民文化センターで実施いたします。  

○期 日 5月20日（土）  

○場 所  

・市民文化センター  

・Aコープ串木野店  

・溝田屋伝兵衛駐車場  

（市来郵便局となり）  

・勘場蒲鉾店シーフロント店  

9：30 ～17：30  

9：30 ～17：30  

9：30 ～12：30  

14：00 ～17：30  

○日  時 5月28日（日）8：30開会式  

○場  所 串木野庭球場  

○競技方法 日本ソフトテニス連盟ソフトテニスハンドブッ  

クによる団体戦、個人戦（一般の部・女子の  

部）  

○参加資格 市内に居住又は通勤・通学する中学生以上の方  

○参加料 個人戦：1ペア800円（中学生600円）  

団体戦：1チーム1，800円（中学生1，500円）  

○参加申込 5月19日（金）までに市ソフトテニス連盟事務  

局（市民スポーツ課清田℡2ト5129）へ  

（西薩工業団地入口）  

○献血年齢16～69歳  

※ただし、65歳以上の献血については、献血される方の健   

康を考え、60～64歳の間に献血経験がある方に限ります。  

○問合せ  

・串木野健康増進センター  

・（社）串木野青年会議所（℡32－1315）  
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鳩 ほたるでナイト  

平成年度 荒川開催  
簸済紛  

商工観光課（℡33－5638）  

★期  間 5月13日（土）・14日（目）の2日間  
★移  動 運賃無料のシャトルバスを運行（※要予約。定員になり次第締め切り。）  

★内  容   

○土／日共通：荒川川でホタル見学。JA荒川出張所前で、地元特産品の展示販売。その他写真コンテ  
ストの説明等が行われます。   

○土曜日のみ：地元郷土芸能の披露と、1食500円の夕食が用意されます（※夕食については要予約）。  
ただし、荒天の場合は日曜日に延期となります。  

【シャトルバス時刻表】  

※シャトルバスはピストン運行方式で、1時間に1本、荒川コミュニティセンターと串木野駅間を運行い   

たします。串木野駅発荒川行きの便については予約が必要です。帰りの便については任意の便にご乗車   
′、＼  

ください。  

※会場周辺は駐車場が少ないため、市内の方もできるだけシャトルバスをご利用ください。  

【シャトルバス・夕食の予約】  

★締 め 切 リ 5月11日（木）  
★申込み・問合せ 商工観光課（℡・33－5638）  

商工観光課（℡33－5638）  

★応募規定   

①テーマは荒川に関することです。   

②応募作品は、カラープリントで4つ切り（ワイド4つ切り可）に限ります。   
③応募枚数には制限はありませんが、未発表のものに限ります。   

④入賞作品の版権は主催者に属し、ネガの提出をお願いします。   
（9応募作品は返却いたしますが、郵送の方は返信用切手（300円）を同封してください。   

⑥応募作品の裏面には、必ず下記の応募票を貼付してください。  

★応募締切11月24日（金）必着（11月26日に審査会が行われます。）  
★申込み先 郵送または持込でお願いします。  

〒896－0065 いちき串木野市荒川2463番地  

荒川コミュニティーセンター内  

第6回荒川写真コンテスト係り（1℡32－8809）  

★審  査 主催者側で行います。  
★表彰式12月3日（日） ※第11回田園ずゴルフカップ大会時表彰  

★主  催 荒川清流会   

－－【－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－く－－－－－－一切・－－－－－－－－り－－－－－－－一取－一一－－－＝り一＝一一一＝う一一一一一一一一一一一－＝一－＝－＝一一一一＝一一一一一一一一 

【応  募  票】  

′‾＼  
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（D試験期日   

筆記試験：8月2日（水）・8月3日（木）   

実技試験：10月15日（日）  

（劃試験会場   

筆記試験：鹿児島純心女子短期大学（鹿児島市唐湊4－22－1）   

実技試験：鹿児島女子短期大学（鹿児島市柴原1－59－1）  

（事実施要領（受験申請書）請求受付期間   

受付期間：4月10日（月）～5月12日（金）   

※当日消印有効   

※受験申請書は郵送による配布となります。  

返信用封筒（角型2号、A4判の入る大きさ）に140  

円切手を貼り、宛先（請求者の住所・氏名）を明記し、  

別封簡に入れて、鹿児島県保育士試験実施要項請求と  

朱書きし、下記宛てに郵送してください。 

（彰申請書（受験申請書）の受付期間及び提出方法   

受付期間：5月8日（月）～5月19日（金）   

※当日消印有効   

提出方法：受験申請書は郵送（簡易書留）に限り受け付  

けます。   

【宛先】〒17ト0033 東京都豊島区高田3－19－10  

明治安田生命高田馬場第ニビル6階  

保育士試験事務センター 宛  

（9聞合せ先   

・保育士試験事務センター（℡0120－4194－82）  

・串木野庁舎 福祉課  

・市来庁舎 健康福祉課（℡21－5117）   

いちき串木野市では、臨時保健師を募集します。   

応募をされる方は、履歴書と保健師免許状の写しを串木  

野庁舎総務課もしくは市来庁舎総務課に提出してください。   

詳しくは、総務課人事係へお問い合わせください。  

○募集人員 1名  

○応募資格 市内居住者で保健師免許を有する方  

○募集期間 5月16日（火）まで  

○勤務場所 市来庁舎 健康福祉課  

○勤務時間 8：30～17：00  

0勤務開始日 平成18年6月中旬から  

○雇用期間 平成19年3月末まで（延長予定有）   

誰でも気軽にできるスポーツを通して、体力づくり・仲  

間づくりを行いませんか。さわやかな汗を流し、健康づく  

りを始めましょう。  

○募集対象 市内に居住する18歳以上の一般女性  

○場  所 B＆G海洋センター体育館  

○参加料 無料（ただし、スポーツ保険500円が必要）  

○活動内容 下記のとおり  

○申込方法 5月16日（火）まで（期日厳守）にB＆G海洋  

センター体育館へ。（※申込書はB＆G海洋  

センター体育館にあります。）  

○問合せ B＆G海洋センター体育館  

拷  百三≡  健  ㌍礪橙彗鰍   ■隋 容 学際＋牒ト   

5  四  木  9：00～11：30  体力診断テスト  開 講 式   

5  田  木  9：00～11：30  ス ボ レ ッ ク  屋内テニス   

6  ロ  木  9：00～11：30  ス ボ レ ッ ク  屋内テニス   

6  8  木  9：00～11：30  バ ド ミ ン ト ン  

バスケットボール  
6  田  木  9：00～11：30   ニュースポーツ  

6  匹  木  9：00～11：30  ミニバレーボール  

6  四  木  9：00～11：30  グラウンドゴルフ  雨天時卓球   

7  6  木  9：00～11：30  卓  球  

ミニバレーボール  
7  四  木  9：00～11：30   ニュースポーツ   開 講 式  

生涯学習講座の開講式を次のとおり行いますので、受講  

決定の通知があった方はご出席ください。   

なお、当日は開講式後、各講座ごとに年間のテーマや活  

動、学級長の選出などを予定しています。  
○日 時 5月16日（火）10：00（受付9：30から）  

○場 所 市民文化センター大ホール  
※当日は、駐車場の混雑が予想されますので、車でのご来   

場はできるだけご遠慮ください。なお、終了予定時間は、  

11：30です。  

○日  時 5月20日（土）8：30～  

※雨天時は5月21日（目）に延期  

○会  場 いちき串木野市多目的グラウンド  

○参加資格 串木野地域居住者  

（児童生徒の参加は保護者同伴）  

○チーム編成 1チーム5名編成  

○参 加 料 1人500円（当日徴収）  

○参加中込み 5月12日（金）までに串木野地区グラウンド  

ゴルフ協会事務局へ  

（岡野 責 ℡・FAX：32－3797）  

○そ の 他 個人での申込みもできます。   

「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき義務づけら  

れている標記の講習について次のとおり開催します。  

○日 時 ・5月23日（火）13時～17時  

・8月下旬（予定）  

・12月中旬（予定）  

○場 所 鹿児島県庁 会議室  

※講習を受けるためには、受講手数料（県収入証紙6，000円）   

と事前に所定のテキストを購入する必要があります。  

○聞合せ 鹿児島県 水産振興課 漁業監理係  

℡099－286－3439  



なつかしい童謡や唱歌を一緒に楽しく歌いませんか？   

生涯学習講座『童謡・唱歌教室』の受講生を次のとおり  

募集します。  

○講座の日程′ 6月～11月の第1・第3月曜日  

（祝日と重なる場合は翌日）  

午前10時～11時30分  

○会  場 照島地区公民館  

○募集人員 30名  

○対 象 者 市内に居住する20歳以上の人  

○受 講 料 無料（※テキスト代などは自己負担です）  

○申込期限 5月22日（月）までにお申込みください。  

※電話での申込みは受け付けません。直接中央公民館また   

は市来地域公民館にお申込みください。  

※申込者多数の場合は、1年目の方を優先します。  

※受講の決定については、全員に後日連絡します。  

○問合せ先・中央公民館  

・市来地域公民館（℡36－2526）   

5月22日（月）から28日（日）までは、“春季行政相談強調  

週間”です。   

これにちなんで、本市担当の行政相談委員による行政相  

談所が開設されます。   

行政機関に対する苦情、意見、要望などについて相談に  

応じます。   

相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。  

【市来地域】  

○日  時 5月23日（火）10：00～12：00  

0場  所 市来老人福祉センター  

○相談委員 徳重 涼子  

【串木野地域】  

○日  時 5月27日（土）9：00～12：00  

0場  所 串木野老人福祉センター  

○相談委員 東 節代  

′‾＼  

○日 時 5月18日（木）10：00～15：00  

0場 所 市来庁舎 3階 会議室  

○相談員 川内社会保険事務所職員  

※国民年金について、わからないこと、過去に厚生年金   

船員保険などに加入されていた方もご相談ください。   

（裁定請求書の受付もできます。）   
市では、公用車を売却します。   

つきましては、次のとおり競争入札を行いますので、希  

望される方はお申込みください。  

○普通乗用車（1台）  

・普通乗用車トヨタクラウン ・草色：黒  

・総排気量：2．95リットル  

・初年度登録：平成2年5月  

・走行距離：約99，300km（平成18年3月未現在）  

・車検有効期間満了日：平成19年5月26日  

○申込み締切日 5月26日（金）17：00  

0入札日時・場所 5月30日（火）10：00  

市役所2階会議室（串木野庁舎）  

○申込み・問合せ 財政課 契約管財係（串木野庁舎）  

※入札書様式は、市役所財政課にあります。   

いちき串木野市公共下水道の排水設備等の工事は、市が  

指定した指定工事店が行うこととなっております。   

平成18年度の排水設備等指定工事店の新規及び継続指定  

申請を受け付けますので、関係書類を添付して期限までに  

申請してください。  

○提 出 期 限 6月2日（金）  

○提出・問合せ 市来庁舎 下水道課   

′‾＼  

交通事故の相談に無料で応じています。  

みの方は、お気軽に相談してください。  

交通事故でお悩  
今年も5月1日から5月31日までの1カ月間を強調月間  

として、「赤十字社員増強運動」が全国一斉に展開されて  

おります。   

「赤十字社員増強運動」は、市民の皆様に毎年一定の社  

費（事業資金）を納めていただくことにより、社員として  

赤十字事業に参加していただく運動です。   

日本赤十字社は、その使命を達成するため災害救護、国  

際救援、献血・医療事業、社会福祉事業、看護師養成等幅  

広い活動を実施しております。   

市民の皆様方のご参加、ご協力をよろしくお願いいたし  

ます。   

○相談日（電話相談可）   

月曜日～金曜日   

午前9時～正午、午後1時～午後5時  

○弁護士相談日（面接可能な方・予約制）   

毎月第2・4木曜日の午後1時から  

○問合せ先   

社団法人日本損害保険協会   

鹿児島自動車保険請求相談センター   

℡099－252－3466  



普通期水稲、特にヒノヒカリでは、早植えすると出穂も  

早まり、出穂後の登熟期間が高温となるためモミが小さく  

なりやすく、背白米等の発生が増え品質を落としやすくな  

ります。   

早植えはやめて適期作付けを行いましょう。   

平成18年4月1日から、児童手当制度が拡充されま  

した。   

支給年齢対象が、これまでの小学校3年生（9歳到  

達後最初の年度末）までから、小学校6年生（12歳到  

達後最初の年度末）までに拡大され、併せて、所得制  

限が引き上げられます。   

新たに、児童手当を受けようとされる児童の保護者  

の皆様については、市民課の窓口（公務員の方は勤務  

先）で、認定請求の手続きが必要となります。   

なお、改正に伴う新規請求は、平成18年9月30日ま  

でに受け付けたものに限り、特例的に4月1日（また  

は支給要件に該当した日）にさかのぼって支給されま  

す。  

小学校4年生の児童がいる保護者の皆様  

（平成8年4月2日生まれ～平成9年4月1日生まれ）   看板などの屋外広告物は、商店や会社の場所を示したり、  

商品やサービスの情報を提供するなど、身近な情報を伝え  

る手段として広く皆様に利用されています。   

しかし、公告物が自由勝手に掲出されると、街並みや自  

然の美しい景観が損なわれたり、広告物の転倒や落下など  

による事故も心配されるため、鹿児島県屋外広告物条例で、  

屋外広告物が正しく掲出されるよう定められています。   

屋外広告物の正しい掲出についてご協力をお願いいたし  

ます。  

※鹿児島県屋外広告ホームページ  

「屋外広告物を掲示するには」  

http：／／www．pref．kagoshima．jpnlOme／toshikeika仙and－b／  

08008005．html   

これまで当該児童に係る児童手当を受給していた保護者  

の方は、特段の手続きをする卿   

上記に該当しない保護者の方で、次の受給資格がある場  

合は、認定請求の手続きが必要となります。  

小学校5・6年生の児童がいる保護者の皆様  

（平成6年4月2日生まれ～平成8年4月1日生まれ）  

【1】これまで児童手当を受給していない保護者の方は、認   

定請求の手続きが必要となります。   

★持参するもの  

①印鑑  

②健康保険証（申請者が厚生年金加入者の場合）  

③口座届（申請者が口座名義人のもの）  

④所得証明書（申請者が平成17年1月1日、平成18年  

1月1日に、いちき串木野市に住所がなかった場合）  

【2】これまで児童手当を受給している方は、額改定認定請   

求の手続きが必要となりますので、印鑑をご持参くださ   

い。  

／‾＼  

平成18年度に上水道事業並びに簡易水道事業等で実施し  

ます定期の水質検査の委託先検査機関は、「社団法人鹿児  

島県薬剤師会試験センター」となりました。  

これまで、所得制限により児童手当を受給していない  

保護者の皆様   

所得制限の引き上げにより、新たに児童手当を受給でき  

る場合がありますのでお問い合わせください。  

（注）所得が一定額以上の場合、児童手当が支給されない  

場合があります。  

【問合せ】  

・串木野庁舎 市民課 市民係  

・市来庁舎 市民課 市民係   

※公務員の方は勤務先へお問い合わせください。  

8   



6月1日は、人権擁護委員法が施行された目です。   

日本が、戦後新しく生まれ変わったとき、何よりもまず  

国民の基本的人権の擁護と人権思想の普及高揚が強く求め  

られ、基本的人権の尊重を基調とした日本国憲法が制定さ  

れました。   

このような背景の下、昭和23年にまず政令に基づいて人  

権擁護委員制度が設けられ、翌昭和24年6月1日に人権擁  

護委員法が施行されました。これにより国民の基本的人権  

を擁護し見守る、いわば民間人による人権擁護機関が誕生  

しました。これが我が国における人権擁護委員制度の始ま  

りです。   

全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員法の施行日で  

ある6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、この日に  

「全国一斉特設人権相談」を実施することとしていますが、  

鹿児島県人権擁護委員連合会においても、県内の各市町村  

で特設人権相談所を開設いたします。   

相談は無料で秘密は守られますので、お気軽にご相談く  

ださい。  

【全国一斉特設人権相談】  

○開設 日 6月1日  

○開設場所 ・串木野地域 中央公民館  

（旧串木野市中央公民館）  

・市来地域 市来老人福祉センター  

○開設時間 午前10時から午後3時まで  

○問合せ先 鹿児島地方法務局（川内支局）  

℡0996－22－2300  

・【人権擁護委員】  

・串木野地域：東 節代、川宿田 良三、間瀬 和佐子、  

松田 昭和  

・市来地域：高崎 良昭、松崎 純孝  

※人権擁護委員は、各市町村長から推薦され法務大臣から   

委嘱を受けた民間の人たちです。現在県内には、約260   

名の人権擁護委員が配置されており、地域で様々な啓発   

活動を行ったり、地方法務局又はその支局で人権相談を   

受けるなど積極的な活動を行っています 

5月は、軽自動車税の納期となっています。次のような  

軽自動車等は減免の対象となりますので、該当する方は申  

請してください。  

【対象となる軽自動車等】  

①歩行が困難な身体障害者が所有する軽自動車等で、専ら   

本人が運転するもの  

②歩行が困難な身体障害者又は精神障害者が所有する軽自   

動車等（身体障害者で18歳未満の者又は精神障害者と生   

計を一にする者が所有する軽自動車等を含む）で、専ら   

当該身体障害者等の通学・通院・通所もしくは生業のた   

めに、これらの人と生計を一にする者が運転するもの  

③歩行が困難な身体障害者等のみで構成される世帯の当該   

身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障   

害者等の通学・通院・適所もしくは生業のために、これ   

らの人を常時介護する者が運転するもの  

④車の構造が専ら身体障害者等が利用するためのもの  

※いずれも、普通自動車を含めて身体障害者等一人につき   

1台に限ります。  

【申請方法】 

5月24日（水）までに、以下のものを持参のうえ串木野庁  

′‾＼＼  

舎税務課または市来庁舎市民課窓口で手続きを行ってくだ  

さい。  

①身体障害者手帳、療育手帳等  

②当該車両を運転する方の運転免許証  

③車検証  

④軽自動車税納税通知書  

⑤印鑑  

※申請書は串木野庁舎税務課または市来庁舎市民課にあり   

ます。  

※昨年減免を受けられた方も手続きが必要です。  

※身体障害者の手帳の級に該当しても、障害の内容によっ   

ては減免ができない場合もあります。   

′‾ヽ  



土砂災害の形態とその前兆現象  
次のような現象を察知した場合は、直ちに周りの人と安全な  

場所に避難するとともに、関係機関に通報してください。  

などにより、山や川の石や 

・山鳴りがする。  

・雨が降り続いているのに川の水位が下がる。  

・川の水が急に濁ったり、流木が混ざり始める。  

・腐った土の臭いがする。   

・がけから水が湧き出してくる。  

・がけに亀裂が入る。  

・がけから小石がパラパラ落ちてくる。  

・がけから木の根が切れる等の異様な音がする。   

◎地下水などが粘土のようなすべりやすい地層にしみこんで、   

その影響で地面が動き出す現象  

・沢や井戸の水が濁る。  

・地面にひび割れができる。  

・斜面から水が噴き出す。   

・家や擁壁に亀裂が入る。  

鹿児島県土木部砂防課 ℡099－286－3616  

〒890－8577 鹿児島市鴨池新町10番1号  
http：／／www．pref．kagoshima．jp／home／saboka／sabo－hp／index．html  

鹿児島地方気象台観測予報課 ℡099－250－9913  

〒890－0068 鹿児島市東郡元町4－1鹿児島第2地方合同庁舎  

http：／／www．fukuoka，jma．go．jp／kagoshima／kagol．html   

土木課（℡21－5150）  

災害から身を守っていくためには、一人ひとりが災害  

に対して関JL、を持ち、いざというときに備えて、日頃か  

ら準備することが大切です。自分達にできることから始  

めましょう。  

○避難場所、避難道路を確認しましょう。  
住民のみなさんが、災害時において速やかに避難で   

きるよう、あらかじめ避難場所を確認しておきましょ   

う。また、家族が離れているときの集合場所や安全を   

確認する方法を決めておきましょう。避難時には、老   

人や女性、子どもを優先的に避難させましょう。   

○日頃から天気予報や注意幸馴こ関心をもちましょう。  

集中豪雨時や台風時はもちろん、日頃からテレビや   

ラジオ、インターネットなどで天気予報を確認し、気   

象の変化に関心をもちましょう。  

○緊急時の携帯品を一つにまとめて準備しておきましょう。  

緊急時に備え、貴重品や洋服、下着、非常用食料品   

などをまとめて用意しておきましょう。また、停電に   

備えて、懐中電灯やラジオの準備も必要です。荷物は、   

避難の邪魔にならず、持ち出しやすいように必要最小   

限度にまとめましょう。  
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